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定義についてのお悩みや迷いについて伺うことがあります。今回はお問い合わせの多い
「3-1 意思の伝達」から認定調査員テキストの解説と調査時のポイントをお伝えいたします。

3-1 意思の伝達
【定義】ここでいう「意思の伝達」とは、調査対象者が意思を伝達できるかどうかの能力である。

【留意事項】

◎手段を問わず、調査対象者が意思を伝達できるかどうかを評価します。
失語症が原因で会話が成立しなくとも、本人の意思が伝達できる場合は、それが会話に
よるものか、身振り等によるものかは問いません。

【特記事項】喉頭がんで声は出しにくいが、日頃から筆談で常時、誰にでも意思を伝えられる。
【選択肢】「調査対象者が意思を他者に伝達できる」

◎自発的に伝達しなくても、問いかけに対して意思を伝えることができる場合は、その状況
を評価します。

※「5-3 日常の意思決定」とは定義が異なります。

意思の決定ができるかどうかではなく、意思を伝達できるかどうかで判断してください。

▶ ピックアップ項目

▶ 第３群の調査内容・評価軸

※３つの評価軸の詳細は、横浜市要介護認定事務センター発行のチラシVOL.6～8を参照。

▶ 確認テスト

以下の文章の（ ）に当てはまる言葉を選んでください。 （※答えは裏面下）

選択肢 A：調査対象者が意思を他者に伝達できる B：ときどき伝達できる
C：ほとんど伝達できない D：できない

【調査内容について】
意思の伝達等の意思疎通や、短期記憶、また場所の理解、

徘徊等の認知機能に関して調査を行う項目の群です。

【評価軸について】
第3群は①能力、③有無の2軸の評価軸が混在しています。
その中でも①能力による評価軸が多くあります。

「3-1 意思の伝達」には、他の能力を問う項目とは異なり、
調査日の状況に加え、調査対象者及び介護者等から聞き取り
した日頃の状況から選択を行うことが大切です。

➁ 「 3-1 意思の伝達」で、日頃は意思の伝達はないが、介助時に「嫌だ」と抵抗する場合の選択肢は
（ ）です。

認定調査員テキスト2009改訂版 P.101～102を参照

選択肢 A：調査対象者が意思を他者に伝達できる B：ときどき伝達できる
C：ほとんど伝達できない D：できない

➀「3-1 意思の伝達」で、難しいことは伝えられないが、簡単なことは伝えられ、日頃も同様の場合の選択肢は
（ ）です。



▶ 事例

▶ 評価のポイント①

👉伝達する意思の内容の合理性は問いません。
事実と反していたり、質問の内容を理解していなくても意思が伝えられれば該当します。

事例１：認知症あり。失語症などはなく、会話は可能。

特記事項：質問に対して全く異なる回答をするため内容の合理性はないが、自分の意思は伝達できる。

日頃も同様と立会い者より聞き取り。

選択肢：「調査対象者が意思を他者に伝達できる」

ご本人様確認のため、お名前を教えてく
ださい。 今日は朝ごはんにお魚を食べました。

そうよ、明日はデイサービスなの。
そうなんですね。
ご自身で調理しているんですか？

①

④③

②

認知症があるけど、どの程度意思を伝えられるかな…

▶ 評価のポイント②

👉調査時の状況に加え、調査対象者及び介護者等から聞き取りした日頃の状況から選択を行
います。特記事項には、調査日の状況と日頃の状況の両者を記載します。

申請者の日常的な状態を頻度の観点から把握する項目となっています。
◎調査時の状況：本人確認や調査時のやり取りの様子はどうか。

事例2：軽度の認知症あり。調査時と日頃とでは様子が違うと立会い者。

特記事項：調査時は伝達できたが、日頃は状況によってはできるときとできない時があると聞き取り選択。

選択肢：「ときどき伝達できる」

年齢と生年月日を教えてください。
88歳で、昭和12年８月８日生まれだね。
（正答）

７時ごろに起きて、２０時には寝るかな。
（正答）

ありがとうございます。
毎日、何時に起きて何時に寝ていますか？

①

④
③

②

意思の伝達は問題なくできるかな？ ３群の回答状況を確認しよう。

【確認テストの答え】
➀B【参照】認定調査員テキスト2009改訂版P.101（2）選択肢の選択基準
➁C【参照】認定調査員テキスト2009改訂版P.101（2）選択肢の選択基準

▶ 事例

認定調査員テキスト2009改訂版 P.102を参照

日頃から意思を伝えることは誰にでもでき
ますか？

かかりつけのお医者さんには、病状を
伝えられていなかったです。
家族には日頃から伝えられます。

⑤
⑥


